
附　則（平成Ｘ年Ｘ月Ｘ日条例第Ｘ号）
この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

（単位：円） （単位：円）

占用料 占用料

占用物件 単位 占用物件 単位占用期間 占用期間 占用期間 占用期間
１月以上 １月未満 １月以上 １月未満

法第３２ 第一種電柱 １本につき１ ３１０ 法第３２ 第一種電柱 １本につき１ １，０００
条 第 １ 年 条 第 １ 年第二種電柱 ４８０ 第二種電柱 １，６００
項 第 １ 項 第 １

第三種電柱 ６５０ 第三種電柱 ２，２００
号 に 掲 号 に 掲

第一種電話柱 ２８０ 第一種電話柱 ９３０げ る 工 げ る 工
作物 作物第二種電話柱 ４５０ 第二種電話柱 １，５００

第三種電話柱 ６２０ 第三種電話柱 ２，１００

その他の柱類 ２８ その他の柱類 ７２

共架電線その他上空に設け 長さ１メート 共架電線その他上空に設け 長さ１メート
３ １０

る線類 ルにつき１年 る線類 ルにつき１年

地下電線その他地下に設け 地下電線その他地下に設け
２ ５

る線類 る線類

１個につき１ １個につき１
路上に設ける変圧器 ２７０ 路上に設ける変圧器 ７００

年 年

占用面積１平 占用面積１平
地下に設ける変圧器 方メートルに １７０ 地下に設ける変圧器 方メートルに ４８０

つき１年 つき１年

変圧塔その他これに類する １個につき１ 変圧塔その他これに類する １個につき１
５６０ １，４００

もの及び公衆電話所 年 もの及び公衆電話所 年

改正後 改正前

　
　
　
　　　富良野市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
　富良野市道路占用料徴収条例（昭和４２年条例第１４号）の一部を次のように改正する。
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郵便差出箱及び信書便差出 郵便差出箱 ６００
２４０

箱 表示面積１平
表示面積１平 広告塔 ４，４００方メートルに

広告塔 方メートルに ７６０ つき１年
つき１年 占用面積１平
占用面積１平 その他のもの 方メートルに １，４００

その他のもの ５６０方メートルに つき１年
つき１年

法第３２ 外径が０．１メートル未満のも 長さ１メート 法第３２ 外径が０．１メートル未満のも 長さ１メート
１７ ４８

条 第 １ の ルにつき１年 条 第 １ の ルにつき１年
項 第 ２ 項 第 ２外径が０．１メートル以上 外径が０．１メートル以上

２５ ７２号 に 掲 号 に 掲０．１５メートル未満のもの ０．１５メートル未満のもの
げ る 物 げ る 物

外径が０．１５メートル以上 外径が０．１５メートル以上
件 件３４ ９５

０．２メートル未満のもの ０．２メートル未満のもの

外径が０．２メートル以上 外径が０．２メートル以上
６７ １９０

０．４メートル未満のもの ０．４メートル未満のもの

外径が０．４メートル以上 外径が０．４メートル以上
１７０ ４８０

１メートル未満のもの １メートル未満のもの

外径が１メートル以上のも 外径が１メートル以上のも
３４０ ９５０

の の

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲 占用面積１平 法第３２条第１項第３号及び第４号に掲 占用面積１平
５６０ １，４００

げる施設 方メートルに げる施設 方メートルに
つき１年 つき１年法第３２ 地下街及 法第３２ 地下街及Ａに０．００４ Ａに０．００３

条 第 １ び地下室 階数が１のもの を乗じて 条 第 １ び地下室 階数が１のもの を乗じて
項 第 ５ 得た額 項 第 ５ 得た額
号 に 掲 号 に 掲Ａに０．００７ Ａに０．００５
げ る 施 げ る 施

改正後 改正前
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階数が２のもの を乗じて 階数が２のもの を乗じて
設 設得た額 得た額

Ａに０．００８ Ａに０．００６
階数が３以上の 階数が３以上の

を乗じて を乗じて
もの もの

得た額 得た額

上空に設ける通路 ３８０ 上空に設ける通路 ２，９００

地下に設ける通路 ２３０ 地下に設ける通路 １，５００

その他のもの ５６０ その他のもの １，４００

法第３２ 露 祭 占用面積５平方 １回につき３ 法第３２ 露 祭 占用面積５平方 １回につき３
１，０５０ １，０５０

条 第 １ 店 典 メートル未満 日まで 条 第 １ 店 典 メートル未満 日まで
項 第 ６ で 項 第 ６ で占用面積５平方 占用面積５平方
号 に 掲 一 号 に 掲 一メートル以上１０ メートル以上１０

２，１００ ２，１００げ る 施 時 げ る 施 時平方メートル未 平方メートル未
設 的 設 的満 満

に に
設 設占用面積１０平方 占用面積１０平方
け けメートル以上１５ メートル以上１５

３，１５０ ３，１５０る る平方メートル未 平方メートル未
も も満 満
の の

占用面積１５平方 占用面積１５平方
メートル以上２０ メートル以上２０

４，２００ ４，２００
平方メートル未 平方メートル未
満 満

占用面積２０平方 占用面積２０平方
メートル以上１ メートル以上１

２１０ ２１０
平方メートル増 平方メートル増
すごとに すごとに

改正後 改正前
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占用面積１平 占用面積１平
祭礼、縁日等に際し、一時 祭礼、縁日等に際し、一時

８ ４４ ４６方メートルに 方メートルに
的に設けるもの 的に設けるもの

つき１日 つき１日

占用面積１平 占用面積１平
その他のもの 方メートルに ７６ その他のもの 方メートルに ４４０ ４６２

つき１月 つき１月

道 路 法 看 板 表示面積１平 道 路 法 看 板 表示面積１平
一時的に設ける 一時的に設ける

施 行 令 （アーチ 方メートルに ７６ 施 行 令 （アーチ 方メートルに ４４０ ４６２
もの もの

（昭和２ であるも つき１月 （昭和２ であるも つき１月
７年政令 の を 除 ７年政令 の を 除表示面積１平 表示面積１平
第４７９ く。） 第４７９ く。）その他のもの 方メートルに ７６０ その他のもの 方メートルに ４，４００
号 。 以 号 。 以つき１年 つき１年
下 「 政 下 「 政

１本につき１ １本につき１
令 」 と 令 」 と標識 ４５０ 標識 １，１００

年 年
い い

旗ざお 祭礼、縁日等に １本につき１ 旗ざお 祭礼、縁日等に １本につき１う 。 ） う 。 ）
際し、一時的に 日 ８ 際し、一時的に 日 ４４ ４６第 ７ 条 第 ７ 条
設けるもの 設けるもの第 １ 号 第 １ 号

に 掲 げ に 掲 げ１本につき１ １本につき１
その他のもの ７６ その他のもの ４４０ ４６２る物件 る物件月 月

幕（政令 祭礼、縁日等に その面積１平 幕（政令 祭礼、縁日等に その面積１平
第７条第 際し、一時的に 方メートルに ８ 第７条第 際し、一時的に 方メートルに ４４ ４６
４号に掲 設けるもの つき１日 ２号に掲 設けるもの つき１日
げる工事 げる工事その面積１平 その面積１平
用施設で 用施設で方メートルに 方メートルに
あるもの あるものその他のもの ７６ その他のもの ４４０ ４６２つき１月 つき１月
を 除 を 除
く。） く。）

改正後 改正前
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アーチ 車道を横断する １基につき１ アーチ 車道を横断する １基につき１
７６０ ４，４００ ４，６２０

もの 月 もの 月

その他のもの ３８０ その他のもの ２，２００ ２，３１０

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平 ５６０ 政令第７条第２号に掲げる工事用施設 占用面積１平
４４０ ４６２

方メートルに 及び同条第３号に掲げる工事用材料 方メートルにＡに０．０２８
つき１月つき１年 政令第７条第４号に掲げる仮設建築物政令第７条第３号に掲げる施設 を乗じて

１４０ １４７
及び同条第５号に掲げる施設得た額

政令第７条第４号に掲げる工事用施設 占用面積１平
及び同条第５号に掲げる工事用材料 方メートルに ７６

つき１月

政 令 第 建築物 階数が１のもの 占用面積１平 ５６ 政 令 第 建築物 占用面積１平 Ａに０．００６
７ 条 第 方メートルに ７ 条 第 階数が１のもの 方メートルに を乗じて

階数が２のもの ５６６ 号 に つき１月 ６ 号 に つき１年 得た額
掲 げ る 掲 げ る階数が３のもの ５６ Ａに０．００９
仮 設 建 施 設 並

階数が４以上の 階数が２のもの を乗じて
築 物 並 ５６ び に 同

もの 得た額
び に 同 条 第 ７

Ａに０．０１１
条 第 ７ 号 に 掲

階数が３のもの を乗じて
号 に 掲 げ る 施その他のもの ５６ 得た額
げ る 施 設 及 び
設 Ａに０．０１３自 動 車 階数が４以上の

を乗じて駐車場 もの
得た額

Ａに０．００６
その他のもの を乗じて

得た額

政 令 第 トンネル 占用面積１平 Ａに０．０２ 政 令 第 上空、ト Ａに０．００６

改正後 改正前
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７ 条 第 の上又は 階数が１のもの 方メートルに を乗じて ７ 条 第 ンネルの 階数が１のもの を乗じて
８ 号 に 高架の道 つき１年 得た額 ８ 号 に 上又は自 得た額
掲 げ る 路の路面 掲 げ る 動車専用階数が２のもの Ａに０．００９
施設 下に設け 休 憩 道路（高

階数が３のもの 階数が２のもの を乗じて
るもの 所 、 給 架のもの

階数が４以上の
得た額

もの
油 所 及 に 限

Ａに０．０１１

Ａに０．０２８

び 自 動 る。）の
階数が３のもの を乗じて

その他のもの を乗じて

車 修 理 路面下に
得た額

得た額

所 設けるも

上空に設ける道路 Ａに０．０２

Ａに０．０１３の

を乗じて

階数が４以上の
を乗じて

得た額

もの
得た額

Ａに０．０１８
その他のもの を乗じて

得た額

政 令 第 建築物 占用面積１平 Ａに０．０２
７ 条 第 方メートルに を乗じて
９ 号 に つき１年 得た額
掲 げ る その他のもの Ａに０．０１４
施設 を乗じて

得た額

政 令 第 建築物 占用面積１平 Ａに０．０２
７条第１ 方メートルに を乗じて
０号に掲 つき１年 得た額
げ る 施 その他のもの Ａに０．０１４設 及 び

を乗じて自 動 車
得た額駐車場

改正後 改正前
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政 令 第 トンネルの上又は高架の道 占用面積１平 Ａに０．０２
７条第１ 路の路面下に設けるもの 方メートルに を乗じて
１号に掲 つき１年 得た額
げ る 応 建築物 Ａに０．０２
急 仮 設 を乗じて
建築物 得た額

その他のもの Ａに０．０２８
を乗じて
得た額

政 令 第 占用面積１平
７条第１ 方メートルに Ａに０．０２８
２号に掲 つき１年 を乗じて
げ る 器 得た額
具

政 令 第 トンネルの上又は自動車専 占用面積１平 Ａに０．０２
７条第１ 用道路（高架のものに限 方メートルに を乗じて
３号に掲 る）の路面下に設けるもの つき１年 得た額
げ る 施 上空に設けるもの Ａに０．０２
設 を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０２８
を乗じて
得た額

（略） （略）

備考 備考
１　第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同 １　第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同
じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限 じ。）のうち３条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限

改正後 改正前
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る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第二種電柱とは、電柱 る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第二種電柱とは、電柱
のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち
６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 ６条以上の電線を支持するものをいうものとする。
２　第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線 ２　第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線
を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下 を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下
の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項におい の電線（当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項におい
て同じ。）を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５ て同じ。）を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５
条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電 条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち６条以上の電
線を支持するものをいうものとする。 線を支持するものをいうものとする。
３　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話 ３　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話
柱に設置する電線をいうものとする。 柱に設置する電線をいうものとする。
４　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 ４　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
５　Ａは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条に規定する固定資産課税 ５　Ａは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９条に規定する固定資産課税
台帳に登録された価格の１平方メートル当たりの価格をいうものとする。 台帳に登録された価格の１平方メートル当たりの価格をいうものとする。
６　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メート ６　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メート
ル若しくは１メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに１平 ル若しくは１メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに１平
方メートル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又 方メートル若しくは１メートル未満の端数があるときは、１平方メートル又
は１メートルとして計算するものとする。 は１メートルとして計算するものとする。
７　占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満 ７　占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満
であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもつて計算 であるとき、又はその期間に１年未満の端数があるときは月割をもつて計算
し、なお、１月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が月 し、なお、１月未満の端数があるときは１月として計算し、占用料の額が月
額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき、日額 額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき、日額
を除き１６日以上のものは１月分、１５日以内のものは月額の半額として計算す を除き１６日以上のものは１月分、１５日以内のものは月額の半額として計算す
るものとする。 るものとする。
８　１件の占用料の総額が２００円に満たないものは、これを徴収しない。 ８　１件の占用料の総額が２００円に満たないものは、これを２００円として徴収す

るものとする。
９　占用期間が１月未満の場合において、上記により算出して得た額に１０円未 ９　占用期間が１月未満の場合において、上記により算出して得た額に１０円未
満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

改正後 改正前
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